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市町村合併を
考えよう！

　　　　　　№28

合併協議会で承認された
 「基本的な協議事項」の

内容をお知らせします 
　広報うすだ３月号でお知らせしました基本的な協議事項の
①合併の方式　②新市の名称　③事務所の位置　について、その内容を詳しくお知らせします。

①合併の方式は、「新設（対等）」合併
　佐久市・臼田町・浅科村・望月町の４市町村が合併して“新しい市”が誕生します。
　【新設合併方式】

②新市の名称は「佐久市」
　【理　由】
　①北佐久郡・南佐久郡・佐久市の合併であること。
　②佐久市という名称が県歌「信濃の国」の歌詞にあるように、地域の総称として一般的であるとともに全国的
に知名度が高いこと。

　③国・県等の出先機関など官公庁の多くが「佐久」という名称を使用していること。
　④佐久地域の玄関である新幹線「佐久平駅」と、上信越自動車道「佐久インターチェンジ」の所在地であること。

③事務所の位置は「佐久市大字中込３０５６番地」
　①事務所の位置については、住民の利便性の観点から、現在の佐久市役所の位置とします。
　②合併に伴う新庁舎建設は行わず、現庁舎の増改築により対応します。
　③現在の臼田町役場・浅科村役場・望月町役場については、必要な機能を有した地方自治法第 155条による支
所とします。

　　なお、その内容については協議事項「組織及び機構の取扱い」において、任意合併協議会で承認された「総
合支所的な位置付け」という考え方に基づいて調整します。

　④佐久市における現在の浅間支所・野沢支所・中込支所・東支所、望月町における春日支所については、地方
自治法第 155条による出張所とします。

　　〈支所とは〉特定地域を限り主として市の事務の全般にわたって事務を掌る事務所のことです。
　　〈出張所とは〉住民の便宜のため市役所まで出向かなくてもすむ程度の簡単な事務を処理するために設置する

ものです。
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新市の人口推計について

あの迫力ある熱気球が
わたしたちの“まち”にやって来る !!
～早起きして、みんなでバルーンに乗ってみよう～
　佐久バルーンフェスティバルのイベントのひとつとして、現在合併
協議を進めている３町村で熱気球が係留されます。
当日は、30人の小学生のみなさんが無料搭乗できます。
会　場　　臼田小学校校庭
日　時　　５月３日（月）　午前６時 30分～７時 30分
受付日　　４月 19日（月）から（先着順）
＊保護者の同意が必要になりますので、必ず保護者同伴でお願いしま
す。

＊天候等により、中止になる場合もありますので、ご了承ください。
お問い合せ先　
役場企画調整課　電話８２－３１１１（内線２７７）

佐久バルーンフェスティバル２００４
　新緑に萌える佐久の美しい自然のもと、色とりどりの熱気球約 50
機がさわやかな風に乗って、大空を優雅に飛行します。期間中、熱気
球の搭乗など各種イベントも開催されますので、メイン会場へもお出
かけください。
会　場　　佐久市　千曲川スポーツ交流広場
日　程　　５月１日（土）～５日（水）

合併協議会開催の
お知らせ

日時　４月 20日（火）
　　　午後３時 30分
場所　佐久市研修センター
　　　（総合体育館南）


